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長南町若者定住促進事業って？
地域の活性化と定住人口の増加を目的として住宅取得奨励金が
制度化されます。平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで
に住宅を取得した４５歳以下の夫婦世帯に対して
奨励金(上限２００万円)を交付します。

詳しくは
裏面へ

長 南 町長 南 町長 南 町

アシスト
します！

若者世帯の住まいづくり若者世帯の住まいづくり若者世帯の住まいづくり若者世帯の住まいづくり若者世帯の住まいづくり若者世帯の住まいづくり

若者定住促進事業若者定住促進事業若者定住促進事業若者定住促進事業若者定住促進事業
野見金公園

茂原長南インター（圏
央道）



長南町に住もう！！
住宅取得奨励金制度のご案内

◎新築住宅の場合 ※対象住宅を取得した日から１年以内に申請してください

奨励金：１００万円

・町内建設業者利用の場合 ： ５０万円
・世帯員全員が町外からの転入者である場合 ： ３０万円
・同居する１８歳未満の子ども一人につき ： １０万円

・居住用床面積が５０㎡以上であること
・申請者夫婦の持分合計が１/２以上であること
・建築基準法第６条第１項に該当する建築物の場合は
 同法に規定する検査済証の交付を受けていること

長南町役場　企画政策課　電話0475-46-2113
※要綱・申請書様式は町HPにも掲載しております。

対象となる新築住宅

お問い合わせはこちらまで

長南町住宅取得奨励金制度

加算額

・夫婦で対象住宅に定住していること
・５年以上継続して夫婦世帯で居住すること
・町税等の滞納がないこと

・夫婦どちらかが45歳以下であること
・過去に本制度を活用し奨励金を受け取ったことがないこと

交付対象者

◎中古住宅の場合 ※対象住宅を取得した日から１年以内に申請してください

奨励金：5０万円

・世帯員全員が町外からの転入者である場合 ： ３０万円

・同居する１８歳未満の子ども一人につき ： １０万円

・居住用床面積が５０㎡以上であること
・購入価格が３００万円以上であること
・申請者夫婦の持分合計が１/２以上であること
・３親等内の親族から購入したものでないこと

対象となる中古住宅
加算額

・夫婦で対象住宅に定住していること
・５年以上継続して夫婦世帯で居住すること
・町税等の滞納がないこと

・夫婦どちらかが45歳以下であること
・過去に本制度を活用し奨励金を受け取ったことがないこと

交付対象者

町外から夫婦と子ども２人で町内建設業者が建設した新築住宅に転入すると（例）
※助成額の上限は２００万円になります　　※長南町住宅取得奨励金は、所得税法上の一時所得に該当する場合がございます。

+ + + =２００万円奨励金
(１００万円)

町内業者利用加算
(５０万円)

町外からの転入加算
(３０万円)

子ども【１８歳未満】２人加算
(２０万円)


